
毎年恒例の「友の会アートツアー」スペシャルバージョンと
して、ヴェネチア・ビエンナーレのツアーを開催します。
2017年 5月13日から11 月26日までイタリアで開催される

「第 57 回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展」の日本館
の出品作家に岩崎貴宏氏、キュレーターに金沢 21世紀美
術館の鷲田めるろキュレーターが選出されました。今回の
ツアーでは鷲田自ら皆様をヴェネチア・ビエンナーレ日本
館にご案内します。
日本館のテーマは「Turned Upside Down, It’ s a Forest」。
ピロティとメインフロアの床の開口部を階段でつないだ
複眼的な空間を活かした展示となる予定です。日本的で
繊細な手仕事を特徴とする岩崎貴宏氏が作り上げる作品
世界をキュレーターが解説します。
翌日にはヴェネチア市内を観光。アートとヴェネチアの魅
力をまるごとお楽しみください！

イタリアの島都市ヴェネチアの市内各所を会場とする芸術の祭典。1895 年に最初の美術展が開
かれて以来、120 年以上の歴史を刻んでいます。最先端の現代美術の動向を俯瞰できる場とし
て、また国別参加方式を採る数少ない国際展として世界の美術界の注目を集めています。

小松空港 10:15発 （全日空） →
羽田空港 11:30着 / 14:05発 （ルフトハンザドイツ航空） →  
フランクフルト空港 18:45着 / 21:40発 

（ルフトハンザドイツ航空） → ヴェネチア空港 22:55着
専用車でホテル「Mercure Marghera」へ
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ヴェネチア・ビエンナーレ見学（鷲田キュレーター案内）
開催公園ジャルディーニ公園周辺散策

午前　ヴェネチア市内観光（貸切バス）
　　　サンマルコ広場、 サンマルコ寺院、 鐘楼、
　　　リアルト橋、 ゴンドラ乗船（45分） 等
午後　自由行動

午前　自由行動（午前）
午後　専用車でヴェネチア空港へ
　　　ヴェネチア空港 14:45発
　　　（ルフトハンザドイツ航空） →
　　　フランクフルト空港 16:10着 / 18:05発 

　　　（ルフトハンザドイツ航空） →

羽田空港 12:15着 / 16:40発 （全日空） →
小松空港 17:40着

［金］5.122 017 ［火］5.16

ヴェネチア・ビエンナーレ

418,000 円 （税込） 相部屋  ※一人部屋追加料金 ￥28,000 先着10 名 名鉄観光サービス株式会社 金沢支店
旅行代金に含まれないもの…海外旅行保険代、個人負担の食事代、 
自由行動にかかる費用、発着空港までの交通費  等
※一般同伴者の参加は会員お一人様につき1名様まで可能です。
※添乗員は同行致しません。金沢21世紀美術館スタッフが同行致します。
※5/13、14は現地日本語ガイド付き

旅行代金 （おひとりさま） 定員 お申し込み

※お席に限りがございますので先着順となります。
→ご旅行条件（要約）は裏面をご覧ください。

最少催行人員： 5名
お申込み開始： 2/22（水） 定休日：土日・祝日

スペシャルバージョン！
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金 沢 2 1世 紀 美 術 館  友の 会 交 流 企 画

| 旅行企画・実施 | 
観光庁長官登録旅行業第55号  （一社）日本旅行業協会正会員
名鉄観光サ－ビス株式会社 金沢支店
TEL 076-231-2126 FAX 076-223-1289（定休日：土日・祝日）
〒920-0869 石川県金沢市上堤町1-28
総合旅行業務取扱管理者： 清水繁勝
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金沢21世紀美術館 友の会 ［（公財）金沢芸術創造財団］
〒920-8509 石川県金沢市広坂1-2-1
TEL 076-220-2814［広報室］（10:00〜18:00/休館日を除く）
FAX 076-220-2802
MAIL tomonokai-info@kanazawa21.jp

TEL 076-231-2126   FAX 076-223-1289

ヴェネチア・ビエンナーレとは
鷲田めるろ 《アウト・オブ・ディスオーダー（川崎シリーズ／日本ゼオン）》

2014 年 川崎市民ミュージアム蔵
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解除規約

旅行開始の前日から起算してさかのぼって
40日目にあたる日以降～31日目にあたる日まで

旅行代金の10％
（最高5万とします）

旅行代金の20％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

旅行代金が50万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・10万円
旅行代金が30万円以上50万円未満・・・・・・5万円
旅行代金が15万円以上30万円未満・・・・・・3万円
旅行代金が10万円以上15万円未満・・・・・・2万円
旅行代金が10万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の20％

旅行代金の10％
（最高5万とします）

旅行開始の前日から起算してさかのぼって
30日目にあたる日以降～15日目にあたる日まで

旅行開始の前日から起算してさかのぼって
14日目にあたる日以降～3日目にあたる日まで

旅行開始日の前々日～当日

旅行開始後又は無連絡不参加

ピーク時に開始する旅行 左記以外の日に開始する旅行

ご旅行条件（要約）
このご旅行は名鉄観光サービス株式会社（以下「当社」といいます）が旅行企画・実施するものであり、旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約（以
下、旅行契約）を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、パンフレット、別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面（最終日程表）及び当
社旅行業約款募集型企画旅行の部によります。

●申込み方法と契約の時期
※旅行のお申込みは所定の申込書にご記入の上お申込金を添えてお申込み下さい。電話、郵便、ＦＡＸ等により予約いただいた場合は、当社が予約を承諾する旨
を通知した日の翌日から起算して3日以内に申し込み手続きをお願いします。当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに契約が成立します。
※申込金は「旅行代金」または「取消料」「違約料」の一部または全部として取り扱います。※団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行
申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代表権を契約責任者が有しているとみなします。

●申込金
申込みの際、お1人様につき以下の申込金をお支払いいただきます。
旅行代金が30万円以上································· 50,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円以上30万円未満··········· 30,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円未満································· 20,000円以上旅行代金まで

●旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日からさかのぼって21日前にあたる日より前（お申込みが間際の場合は当社が指定する日まで）に全額お支払い下さい。

●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示された以下のものが含まれます。（但し、旅行日程に「お客様負担」と記載したものを除きます。）※航空運賃及び船舶・鉄道運賃等（この運賃・料金
には運送機関の課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課せれるものに限
ります。以下同様とします。）を含みません） ※バス代金・ガイド代金・入場料等の観光代金※宿泊代金及び税・サービス料金（二人部屋にお二人様宿泊を基準と
します） ※食事代金および税・サービス料金※手荷物運搬料金※添乗員が同行するコースの同行代金※その他パンフレット等で含まれる旨明示したもの。上記
の諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

●旅行代金に含まれないもの
上記のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。※渡航手続経費※日本国内における自宅から発着空港等集合・解散場所までの交通費、宿泊費※
日本国内の航空施設使用料及び旅客保安サービス料※超過手荷物料金※クリーニング代金、電報電話料金、ホテルのボーイ・メイド等へのチップ、その他追加飲
料等個人的性質の諸費用、税・サービス料金※傷害・疾病に関する医療費等※日本国外の空港税・出国税・国際旅客航路料等の諸税・料金（ただし空港税等が含ま
れていることを明示したコースを除きます。コースによっては空港税等を出発前に日本にてお支払いいただく場合もあります。）

●取消料
お客様はいつでも次による取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。

●特別補償
お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体または手荷物の上に被った一定の損害については、あらかじめ定める額の補償金及
び見舞金を支払います。

●旅程保証
当社は当パンフレットに掲載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第２９条別表左欄）に掲げる重要な変更が生じた場合は同条に定める
ところにより変更補償金をお支払いします。

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は平成28年12月1日を基準としています。旅行代金は平成28年12月1日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則または平成
28年12月1日現在国土交通大臣に認可中の航空運賃・適用規則を基準としています。

●その他
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。※子供代金は、旅行開始日を基準に満2歳以上12歳未満の方に適用いたします。幼児代金は、旅行開始日を
基準に満2歳未満で、航空座席および客室におけるベットを専用で使用しない方に適用します。【渡航情報の案内】渡航先の国、地域によって外務省海外安全情報
などが出されている場合があります。お申込みの際、係員までご確認ください。【燃油サーチャージのご案内】当ツアーの旅行代金には燃油サーチャージが含ま
れています。旅行契約成立後に、燃油サーチャージが増額または減額・廃止されても増額分の徴収ならびに廃止を含む減額分の払い戻しはございません。「燃油
サーチャージ」は昨今の世界的な航空燃料価格高騰に伴い、国土交通省が航空会社に対して認可した付加運賃です。

個人情報の取り扱いについては、別途お渡しする『旅行条件書』にてご確認ください
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